
今
開
す

白
段
九
匹
　
藍
段
二
匹
　
緑
段

一
匹

素
青
紵
糸

一
十
三
匹

彩
色
扇
三
十
把
　
腰
刀
十
把

小
青
碗
二
千
個
　
小
青
盤
四
百
個

右
、

爪
哇

国

に
咨

す

正
統
六
年

(
一
四
四

一
)
七
月
初
六
日

永
字
号
船
通
事
梁
琦

本
年
十

月
初

一
日

に
至
り
、
風

に
遭

い
て
使

は
回

る

。
本

月
初

三

日
開
洋

し
、
此

の

文

は
停

め

て
了

る
。

注

(1
)
楊
布
勃
也
　

〔四
〇
-
二
六
〕
に
よ
る
派
遣
で
あ
る
。

(2
)
盤
纒
等
の
貨
　

こ
こ
で
は
旅
行
の
費
用
を
得
る
た
め
の
貿
易
用
の
品
物
。

(3
)
梁
琦
　

久
米
村
呉
江
梁
氏

(亀
嶋
家
)

(『家
譜

(二
)』
七
五
四
頁
)
。

(4
)
本
月
初
三
日
開
洋
し
　
こ
こ
に
は
再
度
出
発
し
た
と
あ
る
が
、
〔四
〇
-
三

〇
〕
に
よ
れ
ば
、
本
文
書
の
永
字

号
船
は
爪
哇
国
に
は
到
達
し
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

1-40-29

琉
球
国
王
府
よ
り
暹
羅
国
あ
て
、
阿
普
斯
古
等
を
遣
わ
し
、
官
買
せ
ず

自
由
に
交
易
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
四
四
二
、

一
〇
、
五
)

琉
球
国
王
府
、
見
に
礼
儀
の
事
の
為
に
す
。

切
に
聞
く
に
、
貴
国
と
相
い
通
じ
て
経
に
今
、
多
年
な
り
。
海
道
遥
か
な

り
と
雖
も
上
祖
の
義
交
を
忘
れ
難
し
。
前
後
の
恵
?

の
意
の
深
厚
な
る
を
感

承
す
。
甚
だ
慚
愧

に
以
う
に
、
疎
曠
し
て
数
年
、
絶
え
て
音
信
の
相

い
伝
う

る
無
し
。
此
の
為
に
、
特
に
正
使
阿
普
斯
古
等
を
遣
わ
し
咨
文

一
通
并
び
に

礼
物
を
齎
捧
し
、
及
び
人
船

一
隻
を
管
駕
し
詣
前
し
て
王
府
に
奉
献
せ
し
む
。

幸
望
わ
く
は
海
納
せ
よ
。
及
び
照
ら
す
に
、
今
差
わ
す
人
船
の
装
載
す
る
磁

器
等
の
物
は
、
乞
為
う
、
参
行
し
て
所
在
の
管
客
の
各
官
は
比
前
の
多
虧
せ

る
官
買
等
の
項
を
将
て
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
遠
人
の
航
海
の
艱
難
な
る
を
憐

れ
む
可
く
、
早
や
か
に
両
平
に
買
売
せ
し
め
、
回
遣
を
寛
仁
す
れ
ば
以
て
使

客
の
往
来
の
虧
わ
れ
ざ
る
を
得
ん
。
以
為
え
ら
く
は
四
海

一
家
、
永
く
盟
好

を
通
ぜ
ん
。
今
、
礼
物
を
将
て
後
に
開
坐
す
。
咨
し
て
照
験
し
て
施
行
す
る

を
請
う
。
須
ら
く
咨

に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

官
段
五
匹
　
各
色
段
二
十
匹

扇
三
十
把
　
腰
刀
五
把

大
青
盤
二
十
個
　
小
青
盤
四
百
個

小
青
碗
二
千
個
　
硫
黄
二
千
五
百
斤
　
此
秤
三
千
斤



右
、
暹

羅
国

に
咨

す

正
統
七
年

(
一
四
四
二
)
十
月
初
五
日
　

通
事
沈
志
良

礼
儀
の
事
　
咨

注

(1
)
疎
曠

し
て
数
年
　

正
統
五
年
及
び

六
年
を
さ
す
。
こ
の
間
旧
港
と
爪
哇

に
出
船
し
た
が
、
暹
羅
に
は
行
か
な
か

っ
た
。
こ
の
後
正
統
八
年

(
一

四
四
三
)
よ
り
天
順
六
年

(
一
四
六
二
)
に
わ
た
る

『歴
代
宝
案
』
の

文
書
の
欠
落
を
除
く
に
し
て
も
、
以
後
琉
球

の
暹
羅

に
対
す
る
派
船

は
、
以
前
の
よ
う
に
規
則
的
な
も

の
で
は
な
く
な
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
ア
ユ
タ
ヤ
側
の
い
く

つ
か
の
事
情
を
あ
げ
る
考
え
方
が
あ
る

(生
田
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『創
大
ア
ジ
ア
研
究
』
第
十
五
号
、
一
九
九
四

年
)
。
ま
た
、
こ
の
後
展
開
さ
れ
る
琉
球
と
マ
ラ
ッ
カ
と
の
ひ
ん
ぱ
ん
な

通
交
も
、
暹

羅
と
の
関
係
に
変
化

を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。

(
2

)

参

行
　

(
さ

き

の
例

を

)

参

照

す

る

、

の
意

か

。

(3
)
比
前

の
多
虧

せ
る
官
買
等
の
項
　

永
楽
十
七
年

(
一
四

一
九
)
よ
り
宣

徳
五
年

(
一
四
三
〇
)
ご
ろ
ま
で
行

わ
れ
た
官
買
を
さ
す
か
。

〔四
〇
-〇

一
〕
総
注
を
参
照
。
な
お
、
虧

は
、
受
け
た
損
失

の
こ
と
を
い
う
。

(4
)
此
秤
　
出
発
の
と
き
、
こ
ち
ら
の
秤
で
は
か
っ
た
お
お
よ
そ
の
目
方
。

途
中
で
の
目
減
り
を
み
こ
ん
で
の
表
現
。

1-40-30

琉
球
国
王
よ
り
爪
哇
国
あ
て
、
前
年

の
遣
船
が
遭
風
の
た
め
引
き
返
し

た
た
め
、
再
び
楊
布
等
を
遣
わ
し
て
公
正
な
交
易
を
請
う
咨

(
一
四
四
二
、

一
〇
、
五
)

琉
球
国
王
、
見
に
礼
儀
の
事
の
為
に
す
。

切
に
聞
く
に
、
貴
国
、
真
に
華
錦

の
地

に
し
て
奇
異
の
宝
物
を
出
産
し
、

聖
君
賢
臣
あ
り
、
大
徳
は
遠
く
四
海

に
聞
こ
ゆ
。
敬
ん
で
感
讃
を
以
て
し
、

心
馳
せ
て
遥
賀
す
。
本
よ
り
去
年

に
正
使
人
等
を
差
遣
し
、
海
船
二
隻
に
坐

駕
し
前
来
し
て
奉
謝
せ
し
む
る
も
、
船
、
風
に
遭
い
て
槓
■
損
失
す
る
に
因

り
漂
回
す
。
此
の
為
に
再
た
今
正
使
楊
布
等
を
遣
わ
し
、
咨
文

一
通
を
齎
捧

し
井
び
に
礼
物
を
献
じ
て
詣
前
し
、
王
府
に
奉
り
て
以
て
遠
敬
を
表
伸
せ
し

む
る
を
行
う
。
仍

お
望
む
ら
く
は
海
納
せ
よ
。
及
び
照
ら
す
に
、
今
差
わ
す

人
船
は
磁
器
等
の
物
を
装
載
す
。
乞
為
わ
く
は
遠
人
の
航
海

の
艱
難
を
憐
れ

む
可
く
、
早
や
か
に
両
平
に
買
売
せ
し
め
、
寛
仁
も
て
早
や
か
に
遣
回
を
為

さ
ん
こ
と
を
。
以
為
え
ら
く
は
四
海

一
家
、
永
く
往
来
を
通
ず
れ
ば
利
便
な

ら
ん
。
今
、
礼
物
を
将
て
後
に
開
坐
す
。
咨
し
て
施
行
を
請
う
。
須
ら
く
咨

に
至
る
べ
き
者
な
り
。

今
開
す

白
花
段
四
匹
　
白
素
段
二
匹

緑
花
段
二
匹
　
閃
色
段
二
匹

葱
白
花
段
三
匹
　
藍
色
素
段

一
匹

青
素
段

一
十

一
匹
　
彩
色
扇
二
十
把


